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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

社会教育法第３条・第５条

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 25 担当課

総括評価
今後の課題

　企画展を開催し新しい情報発信を行うことは、住民のみなさんへ東浦町の歴史や文化財への関
心や親しみを持ってもらうきっかけづくりとして大切です。来館するきっかけとして、町文化セ
ンターや中央図書館及び近隣市町村の博物館・図書館等入場者が多い施設へ送付したポスターや
チラシを見て来館する人が多いことがわかり、企画展入館者数も伸びています。継続して宣伝す
るとともに、興味を引くような展示内容を考え、よりよいものにしていきます。

1 事業名 企画展開催事業（郷土資料館事業）

生涯学習課

3 事業の背景

　郷土の歴史や文化財を紹介する施設として、また、埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究の拠点
として郷土資料館は位置づけられています。常設展示だけでは紹介できない資料等を公開するた
め企画展を開催しています。

4 事業の目的

　企画展を開催することにより、新しい情報発信を行い、収集資料の活用と入館者の増加を図り
ます。併せて、住民のみなさんに東浦町の歴史や文化財への関心や親しみを高めるとともに、郷
土に対する愛着を持ってもらうきっかけとします。

9 特記事項 ―

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜平成28年度＞
　春の企画展「東浦の社寺宝物展」入館者数2,850人
　秋の企画展「八巻古窯と中世常滑焼の名品」入館者数2,797人
＜平成29年度＞
　春の企画展「東浦の産業と発展　－戦後昭和を中心に－」入館者数3,014人
　秋の企画展「ちょっと昔のくらしの道具」入館者数2,525人
＜平成30年度＞
　春の企画展「家康の母　於大の方のものがたり－於大と周辺の人びと－」入館者数3,201人
　秋の企画展「すごいぞ、知多の酒」入館者数3,072人

7
具体的な
実施内容

　於大まつりの春と産業まつりの秋に合わせて、年２回開催しました。また、年４回ミニ企画展
を開催しました。
＜郷土資料館の利用案内＞
　開館時間：午前９時～午後５時
　休館日：毎週月曜日、12月28日～１月４日
　入館料：無料
＜平成30年度実施状況＞
春の企画展
　期間：４月21日（土）～５月27日（日）
　内容：「家康の母　於大の方のものがたり　－於大と周辺の人びと－」
　　　　緒川城主の娘として東浦で生まれた於大の方について、記された資料やゆかりの品々
　　　　を展示して戦国時代を生きた一人の女性として紹介
　　　　入館者数：3,201人
秋の企画展
　期間：10月20日（土）～11月25日（日）
　内容：「すごいぞ、知多の酒」
　　　　江戸・明治時代の知多半島の酒蔵、酒造り、江戸への船の様子などを当時の史料から
　　　　追い、知多の酒のすごさを紹介
　　　　入館者数：3,072人
ミニ企画展
　「東浦で発見　－弥生時代・古墳時代の村－」6/９～8/19
　「生路の酒と廻船」（古文書展）9/１～10/７
　「知多四国八十八ヶ所と日本の巡礼」12/８～２/８
　「ひなまつり展」３/１～3/31

―
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　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

多くの方に気軽に見ていただきたいため、観覧料は無料で実施しています。なお、規模や
展示点数が多い資料館等は観覧料を徴収していますが、近隣市町の同規模の資料館等でも
観覧料無料で実施しているため、観覧料無料は妥当と考えます。

事業の評価

12 評価の理由

その他

1,535

低い

1,850 112.2%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　住民のみなさんが東浦町の歴史や文化財に接する機会がなくなります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

常設展示のみではなく、企画展開催により時季やテーマに沿った展示をすることができ、
適切です。

　より充実した内容の展示物を集めることができ、質の高い企画展が実施できます。そのた
めには、専門の職員の増員が必要です。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

資料館の展示スペースを有効利用して実施しているため、展示会場の設営・展示資料の点
数等は妥当です。

委託料

合 計

242
事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
6,051

1,777

町に残る民俗資料や歴史的価値のある資料を収集・保存していくことは、町として当然で
す。民俗資料は、家屋の解体等に伴い消滅するため行政の関与が必要です。

普段は見られない資料を借用して展示紹介し、実際に接する機会を提供することは生きた
歴史を体感する上で大切です。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

64.5%

0

842

305

1,147

54.9%

126.0%

0

印刷製本費

3,928 5,341対前年比(％) 対前年比(％)

285

162.0%1,364

1,649

93.4%

0

0

143.8%

102.6%

5,795

1,400

対前年比(％)

157.9%

0

0

450
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9 特記事項 －

6 関連事業

文化センター講座・地区コミュニティセンター講座事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

講座開催数・受講数
＜平成28年度＞12講座（59回）・受講者数252名（定員300名）
＜平成29年度＞13講座（60回）・受講者数261名（定員320名）
＜平成30年度＞12講座（59回）・受講者数338名（定員398名）

7
具体的な
実施内容

年間を通じて、東浦町の歴史や文化財に関する講座を開催しました。また、資料館に設置されて
いる陶芸棟を活用して、陶芸教室も開催しました。
　周知方法：広報ひがしうら、町ホームページ、ポスター、チラシ
　申し込み：資料館窓口

＜平成30年度実施状況＞
　歴史関係講座　7講座
　講座名：歴史講座「於大の時代の水野一門」（定員108名受講者108名）
　　　　　歴史探訪講座（定員35名受講者25名）
　　　　　水野氏講座（定員60名受講者55名）
　　　　　古文書教室夏・冬（定員30名×２回受講者50名）
　　　　　古代の塩づくり体験教室（定員20名受講者20名）
　　　　　子ども昔体験教室（定員20名受講者２名）
　定員数：303名　受講者数：260名
　受講者負担額：歴史講座400円、歴史探訪講座2,300円、水野氏講座400円
　　　　　　　　古文書教室1,200円、古代の塩作り体験教室300円
　陶芸関係講座　５講座
　講座名：四季の陶芸教室春・夏・秋・冬（定員各教室20名受講者68名）
　　　　　陶芸干支作り教室（定員15名受講者10名）
　受講者負担額：陶芸教室4,800円、陶芸干支作り教室　大人1,800円・子ども1,200円

事業の背景

郷土資料館での常設展示や企画展の実施だけではなく、東浦の歴史や文化財の情報発信を行い、
郷土の歴史や文化を伝える学習機会を提供するため、講座・教室を開催しています。

4 事業の目的

住民のみなさんが郷土を知るための機会として、東浦町の歴史や文化財に関する講座・教室を開
催し、東浦町についての興味や学習意欲を高め、併せて、住民のみなさんへ東浦町の歴史や文化
財への関心や親しみを深め、郷土に対する愛着を持ってもらうことを目的とします。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

教育基本法第３条、教育基本法第12条、愛知県生涯学習推進計画

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 26 担当課

総括評価
今後の課題

講座を開催し、地元東浦町でしか手に入れられない情報の発信を行うことは、住民のみなさんの
学習意欲や好奇心を満たすためには大切です。一方で、多くの方に参加してもらえるよう子ども
や若い世代にも興味を持ってもらえる講座内容や開催日時の検討をしています。特に、子どもが
資料館に足を運ぶことが少なく、子ども向けの教室に参加してもらえるよう工夫することが課題
です。なお、平成30年度は人気の歴史講座・水野氏講座については、多くの人が参加できるよ
う文化センターで開催しました。

1 事業名 講座開催事業（郷土資料館事業）

生涯学習課

3
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　 　 ○

○

○
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○

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

698

0

0

0

93.3%

113.0%

2,755

789

対前年比(％)

0

0

0

2,598 2,823対前年比(％) 対前年比(％)

93.3%698

107.2%

0

748

748

107.2%

0

0

10 総事業費(千円)
3,626

698

東浦町の歴史や文化財の情報は個人においても調べることは可能ですが、町として情報提
供に努めることは重要です。

全国的には取り上げられない、地元でしか聞くことができない東浦町の歴史や文化財に関
する情報を入手できる貴重な機会です。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　住民のみなさんが東浦町の歴史や文化財に接する機会がなくなります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

専門の講師による生の声に直接その場で接することができ、併せて、資料館に足を運んで
もらえるための手法は適切です。

　幅広い年代の住民のみなさんへ東浦町の歴史や文化財に接する機会を増やすことになりま
す。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

多くの方に参加してもらうため、子どもや若い世代にも興味を持ってもらえる講座内容や
開催日時の検討が必要です。特に、子どもに参加してもらえるよう工夫することが課題で
す。

報償費

合 計

事
業
費

拡大した場合

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

講師料から受講料を算定（大人４分の３・子ども２分の１負担）しており、受益者負担は
妥当です。教材費は実費負担です。

事業の評価

12 評価の理由

その他

698

低い

789 113.0%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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9 特記事項 ―

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

修繕件数・金額
＜平成28年度＞　説明板３基　139,968円、案内板４基　68,364円　合計208,332円
＜平成29年度＞　説明板４基　  97,200円、案内板１基　  3,780円　合計100,980円
＜平成30年度＞　説明板６基　222,588円、案内板２基　59,968円　合計281,556円

7
具体的な
実施内容

＜東浦町文化財保護審議会＞
　年３回実施　審議会委員７名
　　第１回（平成30年6月22日）：29年度事業実績、30年度事業計画について
　　第２回（平成30年7月31日）：町指定文化財乾坤院山門について、郷土資料館常設
　　　　　　　　　　　　　　　　　展示替えについて
　　第３回（平成31年３月19日）：乾坤院山門屋根修理事業について、郷土資料館常設
　　　　　　　　　　　　　　　　　展示替え事業について

＜文化財説明板・案内板の設置＞
　文化財が所在する場所に、文化財の概要を記した高札形の説明板や文化財の場所へ誘導する案
内板を設置しています。あわせて、年数が経ってきたものについては、文字板の張替えや柱の塗
装等の修繕をしています。（東浦町内の指定文化財数：国指定１点、県指定７点、町指定２5点
合計33点）

説明板・案内板設置数（平成31年５月１日現在）地区別指定文化財数
　森岡地区　１１基（説明板９・案内板２）　　　町指定５点
　緒川地区　２１基（説明板１７・案内板４）   　国指定１点、県指定５点、町指定１０点
　新田地区　　３基（説明板３）
　石浜地区　　８基（説明板６・案内板２）　　　町指定２点
　生路地区　　５基（説明板４・案内板１）　　　町指定３点
　藤江地区　１１基（説明板８・案内板３）　　　県指定１点、町指定４点
　　　　合計５９基

※指定文化財のうち町内で輪番により行われている虫供養行事については、説明板・案内板を設
置していません。

―

事業の背景

　東浦町内には、今も歴史あるものが残り、伝わっています。しかしそれらは、説明がないと歴
史的価値が伝わりにくく、多くのみなさんに知ってもらうことができません。歴史あるものが
日々の生活の身近にあることを知ってもらい、文化財に対する理解へつなげます。

4 事業の目的

　東浦町内には、国、県、町指定の文化財が33点（有形文化財・民俗文化財・史跡・天然記念
物）あります。それらは東浦固有のものとして東浦らしさを物語る一つであるため、保存し後世
に伝えます。
　また、指定文化財以外にも東浦町内には日々の暮らしの身近なところにも歴史あるものが残さ
れています。それらの文化財を多くのみなさんに知ってもらうことが、文化財の保護につながる
ため、文化財説明板等の設置を行っています。

5
関係法令

国等補助制度
関連計画

東浦町文化財保護条例、愛知県文化財保護条例、文化財保護法第182条第２項

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 27 担当課

総括評価
今後の課題

　東浦町文化財保護審議会を定期的に開催し、既存の文化財等の保護や新たに指定等の審議を
行っています。また、現地に高札形の説明版を設置することにより、東浦町の歴史や文化財等を
そのものがある場所で周知することができ、資料等を持ち合わせていない人にも広く周知するこ
とができています。身近にある文化財に触れることの積み重ねが、文化財保護の意識の高まりに
つながります。反面、案内板の建てられる場所が限られているため、見学者を文化財等の場所ま
で案内することが難しく、分かり易い案内方法について検討が必要です。また、案内板のデザイ
ン等を景観にあったデザインや町全体の統一デザインの中で考えていくことも必要です。

1 事業名 文化財保護事業

生涯学習課

3

 54



　 　 ○

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

367

94.4%

0

0

192.1%

125.5%

1,436

354

対前年比(％)

164.7%

0

0

140報酬費

833 1,383対前年比(％) 対前年比(％)

85

279.2%282

57.4%

0

101

90

191

48.6%

72.0%

0

10 総事業費(千円)
1,077

333

町として、文化財や伝統行事を後世に伝えるため支援をする必要があります。また、寺
社・道路・公共用地等への説明板の設置は、個人では難しいです。

文化財等の説明・周知を目に見える形でその場で行えるため、効果が高いです。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

支
　
出

13

11

　身近に東浦の歴史や文化財等に触れる機会がなくなる可能性があります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

現在の高札形の説明板は、狭い場所への設置が可能で、年数がたっても文字盤の張替えで対応でき
修繕費用が少額で済み維持管理面においても負担にならず、適切です。

　大きいものやデザインに凝った説明板の場合、内容を多く盛り込むことが可能になりま
す。一方、維持管理に費用がかかる可能性があります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

計画的に修繕や設置を行う必要があります。

需用費

合 計

125
事
業
費

拡大した場合

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

208

低い

494 134.6%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 28 担当課

総括評価
今後の課題

　法定点検以外の自主点検を実施し施設や設備を管理することにより、計画的な更新や修繕を行
い、利用者への利便性や快適な環境での学習を進めます。また、このことが施設等の長寿命化に
つながります。併せて、文化財等を適切に保管することで、住民が郷土の歴史・文化を理解する
機会が増え、郷土への誇りを向上させることにつながります。なお、今後、増加していく貴重な
資料を保管する場所が不足してくるため、保管方法も含めて検討をしていきます。

1 事業名 郷土資料館維持管理事業

生涯学習課

3 事業の背景

　郷土資料館で保存している文化財等は、東浦町の歴史を物語る貴重な資料であるため、適正に
維持管理し、後世に継承する必要があります。また、それらの資料を展示し、多くの方々に見て
いただけるよう、資料館の設備や機能についても適正に保守管理する必要があります。

4 事業の目的

　郷土資料館の施設及び設備の機能を維持し利用者の利便性や快適性を損なわないように、法定
点検や自主点検を実施し点検等の結果により適切な維持管理、修繕、更新を行います。
　あわせて、所蔵する文化財等を保存していくため、虫・カビ駆除のくん蒸や資料の保管管理を
適切に行います。

9 特記事項 ―

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

維持管理費
　　　　　　　　　　光熱水費　　　　保守委託費　　　　　工事費
＜平成28年度＞　1,426,076円　　2,716,536円　　2,704,320円
＜平成29年度＞　1,597,983円　　2,740,516円　　　　　　　0円
＜平成30年度＞　1,697,028円　　2,829,133円　　　　　　　0円

7
具体的な
実施内容

＜施設保守委託費＞
　消防用設備保守点検：30,290円
　防犯警備：67,392円
　日常清掃：1,007,981円
　定期清掃：106,920円
　電気施設保守点検：89,344円
　エレベーター保守点検：422,496円
　空調設備保守：294,710円
　植栽等維持管理：124,200円
　空調機フィルター洗浄：81,000円
　収蔵資料くん蒸：604,800円
　＜光熱水費＞
　電気料金：1,160,197円
　ガス料金：410,690円
　水道料金：126,141円
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　 ○ 　

○

○

○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

2,717

低い

4,953 109.4%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　適切に施設の維持管理することができなくなり、老朽化を進行させ、突然故障する等一時
的に多額の経費を必要とする可能性があります。また、適切に資料を管理することができな
くなり、虫食いなどの被害を受ける恐れがあります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

法定点検や主要な設備においては、専門的知識や技術を持つ者に委託し、その他は職員による日常
点検としています。また、展示・収蔵する資料内容では、適切です。

　施設や設備を、より詳細に点検することができ、定期的な修繕を行うことでより長い期間
使用することができます。また、より多くの資料を適切に保管し、快適な環境の中で来館者
が鑑賞することができます。一方、管理に費用がかかる可能性があります。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

展示・収蔵する資料数の増減により事業範囲や規模を変更しており妥当です。

委託料

合 計

1,426

2,704
事
業
費

工事請負費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
10,485

6,847

施設や設備の管理は設置者の責任で行う必要があります。また、町として文化財等の歴史
的遺産を適切に保管することは必要です。

点検等行うことにより、計画的、経済的に修繕、改修を行うことができます。また、適正
な環境で展示品を保管し展示できています。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

63.4%

0

2,741

1,598

4,339

100.9%

112.1%

0

光熱水費

6,206 6,765対前年比(％) 対前年比(％)

1,697

103.2%2,829

4,526

106.2%

0

0

104.3%

110.4%

7,024

3,123

対前年比(％)

107.8%

0

0

1,830
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―

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 29 担当課

総括評価
今後の課題

　住民のみなさんや他市町の人に東浦の文化財を知っていただくのに、ふるさとガイドボラン
ティアからの直接の説明があることにより、東浦の歴史や文化の魅力をより深く伝えることが可
能です。
　養成講座を開催し、ふるさとガイドボランティアを育成していくことは、郷土の歴史や文化を
案内するために必要です。平成30年度はガイドに必要なスキルとして救急法を学び、いざとい
うときに人命を救うという別の視点での育成講座も行うことができました。一方で、ふるさとガ
イドボランティアの会員の高齢化が課題となっており、継続してボランティアを育成するため
に、より多くの方が、興味をもってもらえる講義内容や参加しやすい開催日時を検討していきま
す。

1 事業名 ガイドボランティア養成講座（文化財の紹介・活用事業）

生涯学習課

3 事業の背景

　郷土資料館講座「ふるさとガイドボランティア養成講座」の受講者が中心となって、住民や観
光客に郷土の歴史や文化の魅力を伝えるとともに、ガイド自身の生きがいづくりのため、平成
21年に住民のボランティア団体「東浦町ふるさとガイド協会」が設立されました。

4 事業の目的

　郷土資料館事業から自立したグループの育成支援を目的として、講座を継続して実施します。

9 特記事項

ふるさとガイドボランティアの活動（町内文化財ガイド等）
ふるさとガイド（申込みに応じ随時文化財ガイド）於大まつり文化財ガイド、於大のみちさくら
ガイド（八重桜の時期の４月11日～16日）、ふるさと散歩（町内６地区の文化財めぐり）、ふ
るさと講座（町内の歴史を学ぶ講座）

6 関連事業 ―

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

　ふるさとガイドボランティア登録者数
＜平成28年度＞39名（新規登録者６名）
＜平成29年度＞39名（新規登録者３名）
＜平成30年度＞38名（新規登録者１名）

7
具体的な
実施内容

　ふるさとガイドボランティアを養成する講座を開催しました。
　周知方法：広報ひがしうら、町ホームページ
　申し込み：資料館窓口

＜平成30年度実施状況＞
　講座名「ふるさとガイドボランティア養成講座」全５回
　定員20名、申込29名（うち新規受講者３名）
　　１回目：講義「於大の方と秀吉正室高台院について」
　　２回目：講義「知多の陰陽師」
　　３回目：講義「古文書からみた東浦」
　　４回目：先進地研修「岐阜城、長良川うかいミュージアム見学」
　　５回目：講義「救急法について」
　報償費：43,000円（講師謝礼３回分）
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　 　 ○

○

○

　 ○

　

○ 　

②

③

④

⑤

⑥

14

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

43

低い

52 120.9%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

　町内外の方に、郷土の歴史や文化を案内するふるさとガイドボランティアを育成できなく
なります。

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

専門の講師による生の声に直接その場で接することができガイドスキルを学ぶために有効
な手法です。

　より多くのふるさとガイドボランティアを育成する機会が増えます。

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

より多くのふるさとガイドボランティアを育成するために、講義内容の見直しが必要で
す。

報償費

合 計

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)
219

43

町として、ガイドボランティアが高齢化してきているため、郷土の歴史や文化を住民のみなさんや
来訪者に解説・案内する者を新規に育成するための支援をする必要があります。

郷土の歴史や文化を町内外の人に直接伝えることができるため、効果が高いです。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 ○ 縮小

事業を

一部

100.0%

0

43

43

100.0%

0

0

295 316対前年比(％) 対前年比(％)

100.0%43

43

0

0

0

100.0%

120.9%

381

52

対前年比(％)

0

0

0
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5
関係法令

国等補助制度
関連計画

文化財保護法第92条～108条、愛知県埋蔵文化財保護要綱

令和元年度東浦町教育委員会事務点検・評価表（評価対象年度：平成30年度）

事業番号 30 担当課

総括評価
今後の課題

　事業者の協力の元、土地区画整理事業の工期や全体事業費にあわせ、事業者と調整しながら発
掘調査を実施することができました。平成30年度は、発掘調査の成果をまとめた報告書を作成
業務を進めました。得られた成果を住民のみなさんにいち早く紹介するため、資料館の新たな常
設展示で展示しました。今後は、土地区画整理事業地内にできる公園での遺跡紹介方法を実施検
討していきます。

1 事業名 天白遺跡発掘調査事業

生涯学習課

3 事業の背景

　埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発事業を行うにあたり、やむをえず埋蔵文化財を現状の
まま保存できない場合には、事前に発掘調査を行って記録を残すことが、文化財保護法により定
められているため、緒川字天白地内の土地区画整理事業に伴い、造成工事前に埋蔵文化財（天白
遺跡）の発掘調査を実施しました。発掘調査後は、調査報告書の作成業務を行っています。

4 事業の目的

　天白遺跡の発掘調査を行うことにより、東浦の歴史の記録を残し、新たな情報の蓄積や発信を
図ります。

9 特記事項 ―

6 関連事業

8
事業実績

（平成28年度～
平成30年度）

＜平成29年度＞
発掘調査事業費（主なもの）
　賃金14,962,759円（調査員１名・作業員19名）
　発掘調査支援業務委託費49,449,960円（測量・掘削用重機・現場事務所等）
＜平成30年度＞
発掘調査報告書作成業務
　賃金4,429,200円（調査員１名・発掘調査報告書の作成補助２名）
　出土遺物自然科学分析業務委託費324,000円

7
具体的な
実施内容

平成29年度に天白遺跡の発掘調査を実施し、平成30年度は発掘調査報告書の作成業務を実施し
ました。
＜発掘調査概要＞
　調査面積：4,300.47㎡
　現地調査期間：平成29年６月から平成30年１月までの８ヶ月間
　調査成果概要：弥生時代中期後葉（１世紀）から古墳時代終末期（７世紀）にかけての竪穴
　　　　　　　　建物が約80棟見つかりました。竪穴建物は重複した状態で見つかり、長期
　　　　　　　　間にわたる集落跡であったことが判明しました。特に弥生時代中期後葉から
　　　　　　　　古墳時代前期中期（３～５世紀）の建物や遺物が多く見つかりました。

＜平成30年度実施状況＞
　発掘調査報告書作成業務概要：出土遺物の洗浄・接合・分類・図面作成
　主な事業費：賃金4,429,200円（調査員１名・発掘調査報告書の作成補助２名）
　　　　　　　出土遺物自然科学分析業務委託費324,000円

―
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②
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④

⑤

⑥

14

平成2８年度決算 平成2９年度決算 平成３０年度決算 令和元年度予算

受益者負担はありません。

事業の評価

12 評価の理由

その他

低い

963 138.6%

改善の余地あり

改善の余地あり

改善の余地あり

適切

妥当

妥当

高い

高い

すべて

普通

支
　
出

13

11

―

⑤受益者負担は妥当である。

縮小・廃止
した場合

出土遺物の年代測定・樹種同定等専門知識を要する事業内容のため、それらの業務委託は
適切です。

―

③事業効果が高い。

⑥手法は適切である。

①法により市町村義務と定められている。

低い

④事業範囲・規模は妥当である。

調査報告書の作成業務に必要最低限の人数を雇用して業務を進めており、事業範囲は適切
です。

委託料

合 計

事
業
費

拡大した場合

10 総事業費(千円)

町が主体で発掘調査を行ったため、調査報告書の作成も町が責任を持って作成する必要が
あります。

発掘調査終了後は、調査成果を一般に公表する調査報告書を作成することになっていま
す。調査報告書がなければ、調査内容を知ることができません。また、調査で得られた資
料は、東浦の歴史を物語る資料として活用できます。

②行政関与の必要性が高い。

いいえ

○ 廃止

普通

改善 現状維持拡大事業の方向性 縮小

事業を

一部

0

0

49,450

352

49,802

0

0

0

消耗品

69,166 6,012対前年比(％) 対前年比(％)

371

0.7%324

695

105.4%

0

0

1.4%

0

6,473 対前年比(％)

259.6%

0

0

963
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